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永年にわたり業界の発展と向上に貢献された方々が受章（賞）されました。
心からお祝い申し上げます。今後益々のご活躍を祈念申し上げます。（敬称略）

◎厚生労働大臣表彰
　下久保　盛　幹　（鮨商組合　副理事長）　　　　　山　口　一　弘　（麺類飲食業組合　理事長）

◎富山県功労表彰
　坂　井　彦　就　（ホテル・旅館組合　理事長）

◎全国生活衛生同業組合中央会理事長表彰
　肥　田　　　博　（中華料理組合　理事）・全連　　山　田　　　晃　（ホテル・旅館組合　専務理事）
　大　下　大　助　（麺類飲食業組合　副理事長）　　中　田　美智代　（美容業組合　監事）　　

◎春の叙勲、褒賞
〇旭日双光章　　　　　　　　　　　　　　　〇旭日単光章
　山　下　信　 夫　（鮨商組合　理事長）　　　　　　髙　倉　　　進　（麺類飲食業組合　前理事長）

〇黄綬褒章
　中　居　由　佳　（美容業組合　HAIR PRODUCE Reve.N　代表）
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生活衛生業界功労者表彰受章（賞）
おめでとうございます
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　令和 3 年 11 月 16 日、富山県生活衛生同業組合連合会主催による生衛業功労者表彰式がコロナ禍
の中、富山県厚生部長はじめ来賓を迎え規模を縮小してホテルグランテラス富山において開催され
ました。
　式では、富山県知事表彰(厚生部門功労)３名の表彰に続き連合会会長表彰として役員功労者11名、
永年勤続従業員 1 名が表彰されました。
　受賞者は下記のとおりです。

令和３年度生衛業功労者表彰式開催

◎富山県知事表彰（厚生部門功労）
　濱　辺　順　一　（麺類飲食業組合）　　　　　　佐々木　哲　次　（鮨商組合）
　梶　川　繁　洋　（飲食業組合）

◎富山県生活衛生同業組合連合会会長表彰
〇役員功労者　（11 名）
　（理容組合）　
　　七　沢　康　信　　　　　　　　　　　　　　若　瀬　徳　二
　　黒　河　   　敏　　　　　　　　　　　　　　津　田　　　隆
　　大　澤　英　一　　　　　　　　　　　　　　木　下　伸　明

　（鮨商組合）    
　　増　田　榮　一　　　　　　　　　　　　　　下久保　勇　治

　（飲食業組合）   
　　鶴　　　律　子　　　　　　　　　　　　　　二　上　繁　成

　（社交飲食組合）　
　　 鶴　井　克　彦

〇永年勤続従業員　（1 名）
　（理容組合） 
　　 牧　野　泰　洋　（ヘアーサロンふらっと） 
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指導センターからの営業相談室のご案内

日本政策金融公庫の生活衛生融資のご案内

生衛業のお店のための
相談室

税理士、中小企業診断士、
弁護士などの専門家による相談（無料）

【一般貸付（設備資金）】
　店舗の新築・改修、設備の更新や導入等をお考えの方で、生活衛生関係営業を営む方が対象。
500 万円超の場合は、都道府県知事の推薦書が必要になります。
　なお、推薦書は当指導センター理事長が発行します。

【振興事業貸付（設備資金、運転資金）】
　振興事業計画が認定された生活衛生同業組合の組合員の方が対象。
　標準営業約款登録者である、担保を提供する、事業計画を作成するなど、条件によって固定低利
での利用が可能になります。

【生活衛生改善貸付（設備資金、運転資金）】
　小規模事業者であって生活衛生同業組合などから経営指導を受けている方が対象。特徴としては、
無担保・無保証、固定低利で、各組合の理事長が推薦する利用しやすい融資制度です。審査は各組
合の経営特別相談員が行い、融資推薦書を作成します。
　なお、審査及び融資推薦書の作成は、各組合からの依頼により、当指導センターの経営指導員が
作成することもできます。

　まずは、各組合の経営特別相談員または事務局並びに当指導センター経営指導員に
お気軽にご相談ください。

　お店の経営の健全化、税務申告、各種トラブルなどについて、専門家による相談指導を行ってい
ますので、お気軽にご相談ください。
　なお、相談はすべて無料です。ご利用をご希望される方は、事前に当センターまでお問い合わせ
ください。
■予約受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）10:00 ～ 12:00　13:00 ～ 16:00

　相談室では経営指導員が、次のような相談に応じます。
●衛生・経営・労務など経営全般にわたる相談
●お店の新築・改修・増改築や設備更新などの融資相談
●消費者からの苦情相談
●その他　困ったことや知りたいことなどご相談ください。
■受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）10:00 ～ 12:00　13:00 ～ 16:00

経営・資金の借入等の相談
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新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う取り組み
1. 専門家相談

　中小企業診断士、税理士が各種給付金・助成金等の申請サポートを行います。なお、相談をご希望の方
は事前に電話予約が必要になります。

2. 融資相談
　日本政策金融公庫の新型コロナウイルス関連の以下の融資制度を活用した融資相談を経営指導員が行っ
ています。

【生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付】運転資金・設備資金
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の 1 または
2 のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1.　最近 1 ヵ月の売上高または過去 6 ヵ月（最近 1 ヵ月を含みます。）の平均売上高が前 4 年のいずれ

かの年の同期と比較して 5% 以上減少している方
2.　業歴 3 ヵ月以上 1 年 1 ヵ月未満の場合等は、最近 1 ヵ月の売上高または過去 6 ヵ月（最近 1 ヵ月を

含みます。）の平均売上高（業歴 6 ヵ月未満の場合は、開業から最近 1 ヵ月までの平均売上高）が次
のいずれかと比較して 5% 以上減少している方 

　　（1）　過去 3 ヵ月（最近 1 ヵ月を含みます。）の平均売上高
　　（2）　令和元年 12 月の売上高
　　（3）　令和元年 10 月から 12 月の平均売上高
 

【新型コロナ関連］生活衛生改善貸付】運転資金・設備資金
　新型コロナウイルス感染症の影響により、最近 1 ヵ月の売上高または過去 6 ヵ月（最近 1 ヵ月を含み
ます。）の平均売上高が前 4 年のいずれかの年の同期と比較して 5% 以上減少しているまたはこれと同様
の状況にある方

（注）上記融資制度は融資後 3 年間「適用金利 -0.9%」となります。また、一部の対象者については、「適
用利率 -0.9%」の部分に対して中小企業基盤整備機構から利子補給を受けることにより、当初 3 年
間が実質無利子となります。

経営特別相談員並びに役職員研修会を開催

●日　時：令和 3 年 10 月 13 日（水）14：00 ～　　場　  所：中小企業研修センター

　テーマ 1　「HACCP に沿った衛生管理」
　　　　　　（講　師）　富山県生活衛生課食品乳肉係 副係長　小菅　達也 氏

●日　時：令和 3 年 11 月 19 日（金）13：45 ～　　場　  所：自治労とやま会館

　テーマ 1  「生衛融資のインターネット申込みとコロナ特別貸付について」
　　　　　　（講　 師）　㈱日本政策金融公庫富山支店 融資課長　近藤　正之 氏

　テーマ２　「コロナ禍の先を見据えた収益力向上並びに生産性向上ガイドライン・マニュアルの
　　　　　　活用方法について」
　　　　　　（講　 師）　中小企業診断士　灰谷　直樹 氏

　テーマ３　「働き方改革推進支援助成金の活用について」
　　　　　　（講　 師）　本林特定社会保険労務士
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理容店、美容店、クリーニング店、めん類飲食店、一般飲食店の皆様
消費者のお店選びの目安となる「Ｓマーク」制度に登録しましょう。

　Ｓマーク登録店は、厚生労働大臣認可の標準営業約
款制度に従って営業している店です。
　このＳマークを店頭に表示しているお店なら安全

（Safety）・安心 (Standard)・清潔 (Sanitation) を約
束する３つの「Ｓ」が保証され、消費者の信頼できる
お店選びの大きな目安となります。また、万一の場合、
事故賠償基準に基づいた保証も受けられます。さらに、
日本政策金融公庫の貸付制度の特別利率が適用され、
通常の利率よりも低利で利用できます。

標準営業約款 （Sマーク）

厚生労働大臣認可

区　分 手数料 標識代等 計

新規登録
（3年有効） 6,600円 3,300円 9,900円

再 登 録
（5年有効） 2,360円 1,300円 3,660円

詳しい内容は、指導センターホームページをご覧ください。

生衛業のための
無料アプリの
ご 案 内

生活衛生営業指導センターは
生活衛生営業のみなさまを応援します

公益財団法人
全国生活衛生営業指導センター

〒 105-0004 東京都港区新橋 6-8-2
全国生衛会館二階

TEL 03-5777-0341　FAX 03-5777-0342

指導センター
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